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　　　　　　　　　令和７年中泊町議会決算特別委員会 

 

令和　７年　９月　９日（火曜日） 

 

〇議事日程　第１号 

　　　　１　臨時委員長の紹介　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　２　委員長の選挙　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　３　副委員長の選挙　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　４　会議録署名委員の指名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　５　会期の決定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　６　監査結果の報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　７　議案第５１号　令和６年度中泊町国民健康保険特別会計歳入歳出 

　　　　　　　　　　　　　決算の認定について　　　　　　　　　　　　　 

　　　　８　議案第５２号　令和６年度中泊町介護保険事業特別会計歳入歳出 

　　　　　　　　　　　　　決算の認定について　　　　　　　　　　　　　 

　　　　９　議案第５３号　令和６年度中泊町後期高齢者医療特別会計歳入歳 

　　　　　　　　　　　　　出決算の認定について　　　　　　　　　　　　 

　　　１０　議案第５４号　令和６年度中泊町水道事業特別会計利益の処分及 

　　　　　　　　　　　　　び決算の認定について　　　　　　　　　　　　 

　　　１１　議案第５５号　令和６年度中泊町農業集落排水事業特別会計利益 

　　　　　　　　　　　　　の処分及び決算の認定について　　　　　　　　 

　　　１２　議案第５６号　令和６年度中泊町漁業集落排水事業特別会計利益 

　　　　　　　　　　　　　の処分及び決算の認定について　　　　　　　　 

 

〇出席委員（１３名） 

　　　　１番　鈴　木　長一郎　君　　　　２番　田　中　　　洋　君 

　　　　３番　成　田　直　人　君　　　　４番　秋　元　　　隆　君 

　　　　５番　塚　本　悦　子　君　　　　６番　荒　関　富　雄　君 

　　　　７番　秋　田　　　博　君　　　　８番　兵　庫　桂　蔵　君 

　　　　９番　川　山　光　則　君　　　１０番　青　山　雅　晴　君 

　　　１１番　沖　崎　　　勲　君　　　１２番　野　上　憲　幸　君 

　　　１３番　長　利　　　司　君 
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〇欠席委員（なし） 

 

〇出席説明員 

　　　　　町　　　　　長　　　　　　濱　舘　豊　光　君 

　　　　　副 町 長 
　　　　　兼 総 務 課 長　　　　　　三　上　晃　瑠　君 
　　　　　事 務 取 扱 

　　　　　教　　育　　長　　　　　　鈴　木　信　也　君 

　　　　　代 表 監 査 委 員　　　　　　外　﨑　良　造　君 

　　　　　財　政　課　長　　　　　　木　元　　　剛　君 

　　　　　総 合 戦 略 課 長　　　　　　越　野　進　一　君 

　　　　　町　民　課　長　　　　　　古　川　明　彦　君 

　　　　　福　祉　課　長　　　　　　長谷川　朱　子　君 

　　　　　環 境 整 備 課 長　　　　　　鈴　木　輝　文　君 

　　　　　農　政　課　長　　　　　　古　川　　　優　君 

　　　　　水 産 商 工 観 光 　　　　　　　　　　　　　　　　　　鈴　木　統　生　君 
　　　　　課　　　　　長 

　　　　　小 泊 支 所 長　　　　　　阿　部　弘　喜　君 

　　　　　教　育　課　長　　　　　　田　中　綾　人　君 

　　　　　税 務 会 計 課 長　　　　　　山　中　哲　哉　君 

　　　　　上 下 水 道 課 長　　　　　　今　　　芳　文　君 

 

〇職務のため出席した事務局職員 

　　　　　事　務　局　長　　　　　　長　利　香代子　君 

　　　　　総 務 課 行 政 係　　　　　　白　川　　　隼　君 

　　　　　総 務 課 庶 務 係　　　　　　大　川　朝　央　君 

　　　　　議 会 事 務 局　　　　　　瓜　田　雅　也　君 
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開会　午前１０時００分 

 

　　　　　　◎臨時委員長の紹介 

〇議会事務局長（長利香代子君）　おはようございます。決算特別委員会の開

会に当たり、事務局から臨時委員長のご紹介をいたします。 

　　　　　今日は、去る９月３日の本会議において決算特別委員会が設置され

てから初めての委員会となります。委員長が互選されるまでの間、委

員会条例第１０条第２項の規定によって、出席委員の中で年長の委員

が臨時に委員長の職務を行うことになっております。 

　　　　　出席委員の中で秋田博委員が年長の委員でありますので、秋田博委

員に臨時委員長をお願いいたします。 

　　　　　秋田委員、委員長席へお願いいたします。 

〇秋田臨時委員長　おはようございます。ただいまご紹介いただきました秋田

です。委員会条例第１０条第２項の規定によって、臨時に委員長の職

務を行います。どうかよろしくお願いいたします。 

 

　　　　　　◎開会の宣告 

〇秋田臨時委員長　ただいまの出席委員数は１３名です。定足数に達していま

すので、これから決算特別委員会を開会いたします。 

　　　　　本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。 

 

　　　　　　◎委員長の選挙 

〇秋田臨時委員長　日程第２、委員長の選挙を行います。 

　　　　　お諮りします。委員長の選挙は指名推選の方法によって行いたいと

思います。異議ございませんか。 

　　　　　　　　　　　　（「異議なし」の声あり） 

〇秋田臨時委員長　異議なしと認めます。 

　　　　　よって、委員長の選挙は指名推選の方法によって行うことに決定い

たしました。 

　　　　　お諮りします。指名の方法については、私が指名することにしたい

と思います。ご異議ございませんか。 

　　　　　　　　　　　　（「異議なし」の声あり） 

〇秋田臨時委員長　異議なしと認めます。 
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　　　　　したがって、私が指名することに決定しました。 

　　　　　決算特別委員会委員長に兵庫桂蔵委員を指名します。 

　　　　　ただいまの指名にご異議ございませんか。 

　　　　　　　　　　　　（「異議なし」の声あり） 

〇秋田臨時委員長　異議なしと認めます。 

　　　　　したがって、兵庫桂蔵委員が委員長に当選されました。 

　　　　　兵庫さんには当選の告知をします。 

　　　　　ただいま委員長に当選されました兵庫桂蔵委員に承諾及び挨拶をお

願いいたします。登壇をお願いします。 

　　　　　　　　　　　　（決算特別委員会委員長　兵庫桂蔵君登壇） 

〇兵庫委員長　おはようございます。ただいま皆様方のご推挙により委員長の

重責を仰せつかりました兵庫です。限られた日程ではございますが、

委員各位の適正かつ慎重なる議論をお願い申し上げまして、委員長就

任の挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

〇秋田臨時委員長　以上で臨時委員長の職務を終わります。ご協力ありがとう

ございました。 

　　　　　それでは、兵庫委員長、よろしくお願いします。 

　　　　　　　　　　　　（臨時委員長、委員長と交代） 

 

　　　　　　◎副委員長の選挙 

〇兵庫委員長　日程第３、副委員長の選挙を行います。 

　　　　　お諮りします。副委員長の選挙は指名推選の方法によって行いたい

と思います。ご異議ありませんか。 

　　　　　　　　　　　　（「異議なし」の声あり） 

〇兵庫委員長　異議なしと認めます。 

　　　　　したがって、副委員長の選挙は指名推選の方法によって行うことに

決定しました。 

　　　　　お諮りします。指名の方法について、私が指名することにしたいと

思いますが、ご異議ありませんか。 

　　　　　　　　　　　　（「異議なし」の声あり） 

〇兵庫委員長　異議なしと認めます。 

　　　　　したがって、私が指名することに決定しました。 

　　　　　決算特別委員会副委員長に鈴木長一郎委員を指名します。 
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　　　　　ただいまの指名にご異議ありませんか。 

　　　　　　　　　　　　（「異議なし」の声あり） 

〇兵庫委員長　異議なしと認めます。 

　　　　　したがって、鈴木長一郎委員が副委員長に当選されました。 

　　　　　当選の告知をします。 

　　　　　ただいま副委員長に当選されました鈴木長一郎委員に承諾及び挨拶

をお願いします。登壇をお願いします。 

　　　　　　　　　　　　（決算特別委員会副委員長　鈴木長一郎君登壇） 

〇鈴木副委員長　ただいま皆様のご推挙によりまして副委員長に選ばれました

鈴木です。委員各位のご厚意に対し厚くお礼申し上げます。 

　　　　　令和６年度中泊町の決算審査に当たり、兵庫委員長をサポートして

スムーズな審査に努めたいと思いますので、委員各位のご協力をお願

い申し上げまして、副委員長の就任の挨拶とさせていただきます。よ

ろしくお願いします。 

 

　　　　　　◎会議録署名委員の指名 

〇兵庫委員長　日程第４、会議録署名委員の指名を行います。 

　　　　　決算特別委員会の会議録署名委員は、川山光則委員及び青山雅晴委

員を指名します。 

 

　　　　　　◎会期の決定 

〇兵庫委員長　日程第５、会期の決定の件を議題にします。 

　　　　　お諮りします。決算特別委員会の会期は本日と明日１０日の２日間

にしたいと思います。ご異議ありませんか。 

　　　　　　　　　　　　（「異議なし」の声あり） 

〇兵庫委員長　異議なしと認めます。 

　　　　　したがって、決算特別委員会の会期は本日と明日１０日の２日間に

決定しました。 

 

　　　　　　◎監査結果の報告 

〇兵庫委員長　議案の審査に入る前に、代表監査委員に監査結果の報告を求め

ます。 

　　　　　外﨑代表監査委員。 
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〇代表監査委員（外﨑良造君）　おはようございます。町長より審査に付され

ました令和６年度中泊町一般会計、特別会計及び公営企業会計の各会

計決算について、その審査結果の概要をご報告いたします。 

　　　　　各会計の決算等につきましては、関係法令及び各会計の原則に従っ

て作成され、その計数はそれぞれの関係書類と符合しており、予算の

執行についても議決予算に従って実行されております。そこで、適正

であると認めました。 

　　　　　なお、詳細につきましては各会計ごとの意見書のとおりでございま

すので、よろしくお願いいたします。 

〇兵庫委員長　監査結果の報告が終わりました。 

　　　　　ただいまの報告に対して質疑はありませんか。 

　　　　　　　　　　　　（「なし」の声あり） 

〇兵庫委員長　質疑なしと認め、監査報告に対する質疑を終わります。 

 

　　　　　　◎議案第５１号の上程、説明、質疑 

〇兵庫委員長　これより議事に入ります。 

　　　　　本日は、決算特別委員会に付託されました議案第５１号から議案第

５６号までの令和６年度中泊町各特別会計歳入歳出決算及び利益の処

分及び決算の審査を行います。 

　　　　　お諮りします。各議案の審査は歳入と歳出を一括して行いたいと思

います。ご異議ありませんか。 

　　　　　　　　　　　　（「異議なし」の声あり） 

〇兵庫委員長　異議なしと認めます。 

　　　　　したがって、各議案の審査は歳入と歳出を一括して行うことに決定

しました。 

　　　　　なお、ご質問の際は決算書のページを示してお願いいたします。 

　　　　　日程第７、議案第５１号　令和６年度中泊町国民健康保険特別会計

歳入歳出決算の認定についてを議題にします。 

　　　　　本案について担当課長に説明を求めます。 

　　　　　古川町民課長。 

〇町民課長（古川明彦君）　議案第５１号　令和６年度中泊町国民健康保険特

別会計歳入歳出決算の認定についてご説明いたします。 

　　　　　最初に事業勘定からご説明いたします。歳入歳出決算書の１５４ペ
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ージを御覧ください。歳入決算額では、調定額１３億５，９８０万２，

３３１円、収入済額１３億１，２３６万５，６１９円、不納欠損額１，

３１１万３，３１３円、収入未済額３，４３２万３，３９９円、予算

現額と収入済額との比較はマイナス２億２，１８３万３８１円となり

ました。 

　　　　　１５６ページを御覧ください。歳出決算額では、支出済額１３億１，

２０２万１５５円、不用額及び予算現額と支出済額との比較は同額の

２億２，２１７万５，８４５円となりました。歳入歳出差引残額は３

４万５，４６４円となり、その全額を令和７年度へ繰り越すものであ

ります。 

　　　　　次に、歳入歳出決算の概要について、歳入歳出決算事項別明細書に

より歳出からご説明いたします。 

　　　　　１６５ページを御覧ください。第１款総務費では、支出済額３，１

２４万２，２１９円で、第１項総務管理費の支出済額は２，９８０万

１，４９８円。１６６ページを御覧ください。第２項徴税費の支出済

額は１３５万７，２２１円、第３項運営協議会費の支出済額は８万３，

５００円となっております。 

　　　　　第２款保険給付費では、支出済額は８億６，９７４万３，６８７円、

第１項療養諸費の支出済額は７億４，４９９万２，２０３円。１６７

ページを御覧ください。第２項高額療養費の支出済額は１億２，２９

０万１，４８４円。第３項移送費では、支出はありませんでした。第

４項出産育児諸費の支出済額は１００万円。１６８ページを御覧くだ

さい。第５項葬祭費の支出済額は８５万円となっております。 

　　　　　第３款国民健康保険事業費納付金では、支出済額は３億７，４５９

万９７２円となっており、第１項医療給付費分の支出済額は２億４，

７３６万１３円、第２項後期高齢者支援金等分の支出済額は９，１７

１万４，３３９円、第３項介護納付金分の支出済額は３，５５１万６，

６２０円となっております。 

　　　　　第４款共同事業拠出金、第５款財政安定化基金拠出金では、支出が

ありませんでした。 

　　　　　１６９ページを御覧ください。第６款保健事業費では、支出済額は

１，７０１万３，１６９円、第１項保健事業費の支出済額は６９０万

８，８７７円、第２項特定健康診査等事業費の支出済額は１，０１０
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万４，２９２円となっております。 

　　　　　１７０ページを御覧ください。第７款基金積立金では、支出済額は

３５万３，８４９円となっております。 

　　　　　第８款公債費では、支出がありませんでした。 

　　　　　第９款諸支出金では、支出済額は１，９０７万６，２５９円、第１

項償還金及び還付加算金の支出済額は４３３万５，２５９円。１７１

ページを御覧ください。第２項拠出金の支出済額は１，４７４万１，

０００円となっております。 

　　　　　第１０款予備費では、支出がありませんでした。 

　　　　　以上で歳出の説明を終わります。 

　　　　　次に、歳入についてご説明いたします。１６０ページにお戻り願い

ます。第１款国民健康保険税では、調定額２億１，７５８万３，２８

４円に対し収入済額は１億７，０１４万６，５７２円、不納欠損額は

１，３１１万３，３１３円、収入未済額は３，４３２万３，３９９円、

収納率は前年度比１．７９％減の７８．２０％となりました。 

　　　　　１６１ページを御覧ください。第２款使用料及び手数料の調定額及

び収入済額が同額の１０万１７３円となっております。 

　　　　　第３款国庫支出金の調定額、収入済額が同額の７０万円となってお

ります。 

　　　　　第４款県支出金の調定額、収入済額が同額の９億２，５６３万６，

６２８円となっております。 

　　　　　１６２ページを御覧ください。第５款財産収入の調定額、収入済額

が同額の３５万３，８４９円となっております。 

　　　　　第６款繰入金の調定額、収入済額が同額の１億８，３１６万９，２

０１円となっております。 

　　　　　１６３ページを御覧ください。第７款繰越金の調定額、収入済額が

同額の２，６８９万３，５８７円となっております。 

　　　　　第８款諸収入の調定額、収入済額が同額の５３６万５，６０９円と

なっております。 

　　　　　以上で事業勘定の歳入歳出決算の説明を終わります。 

　　　　　引き続き、診療施設勘定についてご説明いたします。１５７ページ

にお戻り願います。歳入決算額では、調定額、収入済額が同額の１億

７，９０４万９，７５１円、予算現額と収入済額との比較は、マイナ
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ス３２７万３，２４９円となりました。 

　　　　　１５８ページを御覧ください。歳出決算額では、支出済額が１億７，

９０４万９，５８０円、不用額及び予算現額と支出済額との比較は同

額の３２７万３，４２０円となりました。歳入歳出差引残額は１７１

円となり、その全額を令和７年度に繰り越すものであります。 

　　　　　次に、歳入歳出決算の概要について、歳入歳出決算事項別明細書に

より歳出からご説明いたします。 

　　　　　１７９ページを御覧ください。第１款総務費では、支出済額は１億

３，１３６万１，５５１円、第１項医療施設管理費の支出済額は１億

１，２４５万１，６１９円となっております。１８１ページを御覧く

ださい。第２項歯科施設管理費の支出済額は１，８９０万９，９３２

円。 

　　　　　第２款医業費では、支出済額は２，４１３万７，６９９円、第１項

医科用医業費の支出済額は２，２３７万３，１８２円となっておりま

す。１８２ページを御覧ください。第２項歯科用医業費の支出済額は

１７６万４，５１７円。 

　　　　　第３款公債費では、支出済額は２，３５５万３３０円。 

　　　　　第４款予備費では、支出がありませんでした。 

　　　　　以上で歳出の説明を終わります。 

　　　　　次に、歳入についてご説明いたします。１７６ページにお戻り願い

ます。第１款診療収入では、調定額、収入済額が同額の７，０９１万

８，０１５円。第１項医科外来収入の調定額、収入済額が同額の６，

２０３万４，２８６円、第２項歯科外来収入の調定額、収入済額が同

額の７７４万７，２９５円、第３項その他診療収入の調定額、収入済

額が同額の１１３万６，４３４円となっております。 

　　　　　１７７ページを御覧ください。第２款使用料及び手数料では、調定

額、収入済額が同額の１４万３，７７０円。 

　　　　　第３款繰入金では、調定額、収入済額が同額の５，９２０万７，０

００円。


　　　　　第４款繰越金では、調定額、収入済額が同額の２７３円。 

　　　　　第５款諸収入では、調定額、収入済額が同額の１，２０３万６９３

円となっております。 

　　　　　１７８ページを御覧ください。第６款町債では、調定額、収入済額
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同額の３，６６０万円。 

　　　　　第７款国庫支出金では、調定額、収入済額同額の１５万円となって

おります。 

　　　　　以上、議案第５１号　令和６年度中泊町国民健康保険特別会計歳入

歳出決算の認定についてご説明申し上げました。 

〇兵庫委員長　説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑はあ

りませんか。 

　　　　　６番、荒関委員。 

〇荒関委員　１６０ページお願いします。これは毎年度なのですけれども、収

入未済額についてお聞きしたいと思います。


　　　　　現年度では収納率が９６．４７で、未済額が約４００万。ここで、

全体では未済額が３，４００万。不納欠損を行っていっているわけで

すけれども、この差額は、これ５年分というふうに認識してよろしい

のですか、未済額。不納欠損は５年前のやつを一括で落としていって

いるのか。そこら辺、もうちょっと詳しくお聞きしたいと思います。


〇兵庫委員長　山中税務会計課長。


〇税務会計課長（山中哲哉君）　ご質問いただきました不納欠損については、

前年度２１７万９，７８０円増の１，３１１万３，３１３円というふ

うになってございます。これは５年分というよりも、まず１つ目とし

て、納税者に滞納処分可能な財産がないとか、滞納処分を行うことで

生活が著しく困難になる場合など、一旦執行停止をかけます。これが

地方税法の１５条の７の第４項というものにございます。これで３年

間、まず猶予するような形にして、それで２人の方が３３８万８，１

００円。


　　　　　あと２つ目として、生活保護の受給者または身体障害者の方で６５

歳以上の人、これから就労のまず機会がなかなかないという状態でい

る方、また相続人が全て死亡しているという方が、地方税法の第１５

条の７の第５項により即時停止という形も取らせていただいておりま

す。この方が３人で、３６０万４，８９２円。


　　　　　あと３つ目として、委員おっしゃった５年経過のうちの徴収権が消

滅したものが３８名で、６１２万３２１円という状況でございます。


　　　　　以上でございます。


〇兵庫委員長　ほかに質疑はありませんか。
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　　　　　荒関委員。


〇荒関委員　これは、絶対払えない人は免除していくというような制度でしょ

うけれども、固定化しているような感じはないでしょうか、現状で。


〇兵庫委員長　山中税務会計課長。


〇税務会計課長（山中哲哉君）　今のご質問、固定化というよりも、その人、

その人の相談、これを随時行っております。生活状況、そういうもの

を加味してのまず不納欠損というふうに捉えていただければ、ご理解

いただいて、こちらでもまず処理しているような状態でございます。


　　　　　以上であります。


〇兵庫委員長　ほかに質疑は……荒関委員。


〇荒関委員　不納欠損は分かるのだけれども、収入未済になったもの全て、先

ほど課長が説明されたような状況下のものばかりが収入未済で残って

いるのか、そこをお聞きしているのですけれども。


〇兵庫委員長　山中税務会計課長。


〇税務会計課長（山中哲哉君）　この収入未済については、現年度収入におい

て７２人、現年度で６５８万円ほどございます。これ、全てがそうい

う人というわけではないです、確かに。この滞納というのは、期限内

に納めていただけなかった、督促状をやりまして、それから催告書を

送りまして、それでも相談に来ないとか、いろいろな人がございます。

全てそういう人ではないので、それに対しては、結局税の公平という

私たちの立場からすると、差押えとか、そういうものの財産調査、そ

ういうのも行っている状態でございます。


〇兵庫委員長　ほかにございませんか。


　　　　　　　　　　　　（「なし」の声あり） 

〇兵庫委員長　質疑がないようですので、これをもちまして議案第５１号　令

和６年度中泊町国民健康保険特別会計歳入歳出の決算の認定について

の質疑を終わります。


 

　　　　　　◎議案第５２号の上程、説明、質疑 

〇兵庫委員長　日程第８、議案第５２号　令和６年度中泊町介護保険事業特別

会計歳入歳出決算の認定についてを議題にします。 

　　　　　本案について担当課長に説明を求めます。 

　　　　　長谷川福祉課長。 
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〇福祉課長（長谷川朱子君）　議案第５２号　令和６年度中泊町介護保険事業

特別会計歳入歳出決算についてご説明申し上げます。


　　　　　歳入歳出決算書の１９５ページを御覧願います。歳入決算額では、

調定額１９億６，５７２万２，９０９円、収入済額１９億６，４９５

万４，５０１円、不納欠損額４万３，５６７円、収入未済額７２万４，

８４１円、予算現額と収入済額との比較はマイナス１，７１７万６，

４９９円となりました。


　　　　　１９７ページを御覧願います。歳出決算額では、支出済額１９億４，

９５９万６８１円、不用額及び予算現額と支出済額との比較は、同額

の３，２５４万３１９円となりました。歳入歳出差引残額は１，５３

６万３，８２０円となり、その全額を令和７年度へ繰り越すものであ

ります。


　　　　　次に、歳入歳出決算の概要について、歳入歳出決算事項別明細書に

よりご説明申し上げます。


　　　　　最初に、歳出についてご説明いたします。２０４ページを御覧願い

ます。第１款総務費では、支出済額が６，１１１万７，４９６円。第

１項総務管理費では、支出済額が４，９２４万１５６円。次のページ、

２０５ページを御覧願います。第２項徴収費では、支出済額が７４万

８，５５０円、第３項介護認定審査会費では、支出済額が１，１１２

万８，７９０円となっております。


　　　　　第２款保険給付費では、支出済額が１７億２，２５６万３，６５０

円。第１項介護サービス等諸費では、支出済額が１５億４，４３１万

１１１円。次のページ、２０６ページを御覧願います。第２項介護予

防サービス等諸費では、支出済額が１，８４４万１，６６３円、第３

項高額介護サービス等費では、支出済額が６，５３８万８，９２８円、

第４項その他諸費では、支出済額が１１５万７，０１６円、第５項特

定入所者介護サービス等費では、支出済額が９，３２６万５，９３２

円となっております。


　　　　　第３款地域支援事業費の支出済額は９，８０４万５，８０１円。第

１項介護予防・生活支援サービス事業費では、支出済額が５，２４１

万４，７３６円。次のページ、２０７ページを御覧願います。第２項

一般介護予防事業費では、支出済額が９９万５，３７８円、第３項包

括的支援事業任意事業費では、支出済額が４，４３６万３，３３１円。
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２０９ページを御覧願います。第４項その他諸費では、支出済額が２

７万２，３５６円となっております。


　　　　　第４款基金積立金では、支出済額が２，４９３万９，２６４円とな

っております。


　　　　　第５款公債費は、支出がありませんでした。


　　　　　第６款諸支出金では、支出済額が４，２９２万４，４７０円となっ

ております。


　　　　　次に、歳入についてご説明いたします。お戻りいただいて、１９９

ページを御覧願います。第１款保険料では、調定額３億７８８万７，

４９９円に対し、収入済額が３億７１１万９，０９１円、不納欠損額

が４万３，５６７円、収入未済額は７２万４，８４１円、収納率は９

９．７５％となっております。


　　　　　なお、第１項介護保険料、第１目第１号被保険者保険料、第１節現

年度分特別徴収保険料で収納率が１００％を超えておりますが、保険

料収納後に死亡した１２名の過誤納金について、相続人等が確定して

いないことから出納閉鎖出納整理期間、５月３１日までに還付未払い

となったことによるものです。今後、相続人等が確定し次第、過年度

分として還付いたします。


　　　　　第２款使用料及び手数料では、調定額、収入済額は同額の１万８，

３００円となっております。


　　　　　第３款国庫支出金では、調定額、収入済額は同額の５億４，４４８

万５，３６１円。第１項国庫負担金では、調定額、収入済額は同額の

３億２，１８２万８，４５１円、第２項国庫補助金では、調定額、収

入済額は同額の２億２，２６５万６，９１０円となっております。


　　　　　次のページ、２００ページを御覧願います。第４款支払基金交付金

では、調定額、収入済額は同額の４億７，６７６万５，７０６円とな

っております。


　　　　　第５款県支出金では、調定額、収入済額は同額の２億６，０７３万

６，１７６円。第１項県負担金では、調定額、収入済額は同額の２億

４，６９９万２，３４７円。次のページ、２０１ページを御覧願いま

す。第２項県補助金では、調定額、収入済額は同額の１，３７４万３，

８２９円となっております。


　　　　　第６款財産収入では、調定額、収入済額は同額の９万５，２６４円
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となっております。


　　　　　第７款繰入金では、調定額、収入済額は同額の３億７６７万１，１

８８円。第１項一般会計繰入金では、調定額、収入済額は同額の３億

７６７万１，１８８円となっております。次のページ、２０２ページ

を御覧願います。第２項基金繰入金では、収入はありませんでした。


　　　　　第８款繰越金では、調定額、収入済額は同額の６，６８４万９２０

円となっております。


　　　　　第９款諸収入では、調定額、収入済額は同額の１２２万２，４９５

円。第１項延滞金加算金及び過料では、調定額、収入済額は同額の２

万６，１００円。第２項雑入では、調定額、収入済額は同額の１１９

万６，３９５円となっております。


　　　　　以上、議案第５２号　令和６年度中泊町介護保険事業特別会計の歳

入歳出決算についてご説明申し上げました。


〇兵庫委員長　ただいま説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。


　　　　　　　　　　　　（「なし」の声あり） 

〇兵庫委員長　質疑がないようですので、これをもちまして議案第５２号　令

和６年度中泊町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定についての

質疑を終わります。


 

　　　　　　◎議案第５３号の上程、説明、質疑 

〇兵庫委員長　日程第９、議案第５３号　令和６年度中泊町後期高齢者医療特

別会計歳入歳出決算の認定についてを議題にします。 

　　　　　本案について担当課長に説明を求めます。 

　　　　　古川町民課長。 

〇町民課長（古川明彦君）　議案第５３号　令和６年度中泊町後期高齢者医療

特別会計歳入歳出決算の認定についてご説明いたします。


　　　　　２１９ページを御覧ください。歳入決算額では、調定額３億２，９

６７万４，９１８円、収入済額３億２，９０９万３，１１８円、不納

欠損額０円、収入未済額５８万１，８００円。予算現額と収入済額と

の比較は３２２万４，１１８円となりました。


　　　　　２２０ページを御覧ください。歳出決算額では、支出済額３億２，

４３２万５，９９０円。不用額及び予算現額と支出済額との比較は、
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同額の１５４万３，０１０円となりました。


　　　　　歳入歳出差引残額は４７６万７，１２８円となり、その全額を令和

７年度へ繰り越すものであります。


　　　　　次に、歳入歳出決算の概要について、歳入歳出決算事項別明細書に

より歳出からご説明いたします。


　　　　　２２４ページを御覧ください。第１款総務費では、支出済額９８７

万９，３６４円。第１項総務管理費の支出済額は９６３万９，５６４

円、第２項徴収費の支出済額は２３万９，８００円となっております。 

　　　　　第２款後期高齢者医療連合納付金では、支出済額が３億１，４２５

万５，３２６円となっております。


　　　　　２２５ページを御覧ください。第３款諸支出金では、支出済額が１

９万１，３００円となっております。


　　　　　以上で歳出の説明を終わります。


　　　　　次に、歳入についてご説明いたします。２２２ページにお戻り願い

ます。第１款後期高齢者医療保険料では、調定額は１億１３万１，３

００円、収入済額が９，９５４万９，５００円、不納欠損額０円、収

入未済額が５８万１，８００円。収納率は前年度比０．６８％減の９

９．４２％となりました。


　　　　　第２款使用料及び手数料では、調定額、収入済額同額の１万９，４

００円となっております。


　　　　　第３款繰入金では、調定額、収入済額が同額の２億１，８８４万８，

２５６円となっております。


　　　　　第４款繰越金では、調定額、収入済額が同額の２００万４，９７０

円となっております。


　　　　　２２３ページを御覧ください。第５款諸収入では、調定額、収入済

額が同額の８６７万９９２円となりました。


　　　　　以上、議案第５３号　令和６年度中泊町後期高齢者医療特別会計歳

入歳出決算の認定についてご説明申し上げました。


〇兵庫委員長　説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑はあ

りませんか。


　　　　　　　　　　　　（「なし」の声あり） 

〇兵庫委員長　質疑がないようですので、これをもちまして議案第５３号　令

和６年度中泊町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について
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の質疑を終わります。


 

　　　　　　◎議案第５４号の上程、説明、質疑 

〇兵庫委員長　日程第１０、議案第５４号　令和６年度中泊町水道事業特別会

計利益の処分及び決算の認定についてを議題にします。 

　　　　　本案について担当課長に説明を求めます。 

　　　　　今上下水道課長。 

〇上下水道課長（今　芳文君）　議案第５４号　令和６年度中泊町水道事業特

別会計利益の処分及び決算についてご説明申し上げます。


　　　　　損益計算書をもって決算報告いたしますので、中泊町水道事業特別

会計決算書の８ページを御覧願います。


　　　　　１、営業収益では、（１）の水道事業給水収益として２億３，５５

４万５，８７５円となっております。そして、（３）水道事業その他

の営業収益が７万６，５００円。合計で２億３，５６２万２，３７５

円となりました。


　　　　　２、営業費用では、（１）の水道事業原水及び浄水費から（７）水

道事業その他営業費用までの合計額は２億４，８２３万９３３円とな

りました。


　　　　　営業収益から営業費用を差し引いた営業利益はマイナス１，２６０

万８，５５８円となりました。


　　　　　３、営業外収益では、（１）水道事業受取利息から（４）水道事業

雑収入までの合計額は７，０８１万６，５６７円となりました。


　　　　　４、営業外費用では、（１）水道事業支払利息が１，４２７万５，

４４２円となり、営業外収益から営業外費用を差し引きますと営業外

利益が５，６５４万１，１２５円となりました。


　　　　　このことから、営業利益のマイナス１，２６０万８，５５８円と営

業外利益の５，６５４万１，１２５円を加算した経常利益は４，３９

３万２，５６７円となりました。


　　　　　次のページ、９ページを御覧願います。過年度損益修正損２，８０

５円を差し引いた当年度純利益が４，３９２万９，７６２円となり、

前年度繰越利益剰余金４億７，５１１万２，１４７円を加算すると、

当年度未処分利益剰余金は５億１，９０４万１，９０９円となりまし

た。
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　　　　　１８ページを御覧願います。利益剰余金が計算されてはいますが、

ここの事業報告１、概況（１）総括事項にも述べてありますとおり、

全国的に社会問題となっている少子高齢化、そして若年層の町外への

流出等で給水収益の減収が大きな課題となっております。今後も今ま

で以上に不要不急の経費を抑制し、健全経営に努めながら安心、安定

した水道水の供給を図ってまいりたいと思っております。


　　　　　なお、収入支出の詳細につきましては、２４ページからの費用明細

書に記載しておりますので、後ほど御覧願います。


　　　　　以上、議案第５４号　令和６年度中泊町水道事業特別会計利益の処

分及び決算についてご説明申し上げました。


〇兵庫委員長　ただいま説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。


　　　　　　　　　　　　（「なし」の声あり） 

〇兵庫委員長　質疑がないようですので、これをもちまして議案第５４号　令

和６年度中泊町水道事業特別会計利益の処分及び決算の認定について

の質疑を終わります。


 

　　　　　　◎議案第５５号の上程、説明、質疑 

〇兵庫委員長　日程第１１、議案第５５号　令和６年度中泊町農業集落排水事

業特別会計利益の処分及び決算の認定についてを議題にします。 

　　　　　本案について担当課長に説明を求めます。 

　　　　　今上下水道課長。 

〇上下水道課長（今　芳文君）　議案第５５号　令和６年度中泊町農業集落排

水事業特別会計利益の処分及び決算についてご説明申し上げます。 

　　　　　損益計算書をもって決算報告いたしますので、中泊町農業集落排水

事業特別会計決算書の８ページを御覧願います。


　　　　　１、営業収益では、（１）の農業集落排水使用料として５０５万６，

２６９円となっております。


　　　　　２、営業費用では、（１）処理場費から（３）減価償却費までの合

計額は４，５７３万８３６円となりました。


　　　　　営業収益から営業費用を差し引いた営業利益はマイナス４，０６７

万４，５６７円となりました。


　　　　　３、営業外収益では、（１）受取利息及び配当金から（４）消費税



- 18 -

及び地方消費税還付金までの合計額は５，６９８万６２６円となりま

した。


　　　　　４、営業外費用では、（１）支払利息及び企業債取扱諸費が１３６

万２，７９２円となり、営業外収益から営業外費用を差し引きますと、

営業外利益が５，５６１万７，８３４円となりました。


　　　　　このことから、営業利益のマイナス４，０６７万４，５６７円と営

業外利益の５，５６１万７，８３４円を加算した経常利益は１，４９

４万３，２６７円となりました。


　　　　　次のページ、９ページを御覧願います。当年度純利益が１，４９４

万３，２６７円となり、前年度繰越利益剰余金が０円であり、当年度

未処分利益剰余金は１，４９４万３，２６７円となりました。


　　　　　１７ページを御覧願います。利益剰余金が計上されてはいますが、

ここの事業報告１、概況（１）総括事項にも述べてありますとおり、

処理区域内における加入人口の減少に伴い、農業集落排水使用料の減

収が大きな課題となっております。


　　　　　今後も、効果的な施設管理の下、延命化など施設と経営双方の健全

化に配慮した計画的かつ効率的な運営に努めてまいります。


　　　　　なお、収入支出の詳細につきましては、２２ページからの費用明細

書に記載しておりますので、後ほど御覧願います。


　　　　　以上、議案第５５号　令和６年度中泊町農業集落排水事業特別会計

利益の処分及び決算についてご説明申し上げました。


〇兵庫委員長　ただいま説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。


　　　　　　　　　　　　（「なし」の声あり） 

〇兵庫委員長　質疑がないようですので、これをもちまして議案第５５号　令

和６年度中泊町農業集落排水事業特別会計利益の処分及び決算の認定

についての質疑を終わります。


 

　　　　　　◎議案第５６号の上程、説明、質疑 

〇兵庫委員長　日程第１２、議案第５６号　令和６年度中泊町漁業集落排水事

業特別会計利益の処分及び決算の認定についてを議題にします。 

　　　　　本案について担当課長に説明を求めます。 

　　　　　今上下水道課長。 
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〇上下水道課長（今　芳文君）　議案第５６号　令和６年度中泊町漁業集落排

水事業特別会計利益の処分及び決算についてご説明申し上げます。


　　　　　損益計算書をもって決算報告いたしますので、中泊町漁業集落排水

事業特別会計決算書の８ページを御覧願います。


　　　　　１、営業収益では、（１）の漁業集落排水使用料として２５０万９，

９２９円となっております。


　　　　　２、営業費用では、（１）処理場費から（３）減価償却費までの合

計額は２，２８７万２，４８２円となりました。


　　　　　営業収益から営業費用を差し引いた営業利益はマイナス２，０３６

万２，５５３円となりました。


　　　　　３、営業外収益では、（１）受取利息及び配当金から（４）消費税

及び地方消費税還付金までの合計額は３，２８９万１，４７７円とな

りました。


　　　　　４、営業外費用では、（１）支払利息及び企業債取扱諸費が１０５

万３，３１７円となり、営業外収益から営業外費用を差し引きますと、

営業外利益が３，１８３万８，１６０円となりました。


　　　　　このことから、営業利益のマイナス２，０３６万２，５５３円と営

業外利益の３，１８３万８，１６０円を加算した経常利益は１，１４

７万５，６０７円となりました。


　　　　　次のページ、９ページを御覧願います。当年度純利益が１，１４７

万５，６０７円となり、前年度繰越利益剰余金がゼロ円であり、当年

度未処分利益剰余金は１，１４７万５，６０７円となりました。


　　　　　１７ページを御覧願います。利益剰余金が計上されてはいますが、

ここの事業報告１、概況（１）総括事項にも述べてありますとおり、

処理区域内における加入人口が４人増加、率にして１．１％の増とな

りましたが、漁業集落排水使用料の減収が大きな課題となっておりま

す。


　　　　　今後も、効果的な施設管理の下、延命化など施設と経営双方の健全

化に配慮した計画的かつ効率的な運営に努めてまいります。


　　　　　なお、収入支出の詳細につきましては、２２ページからの費用明細

書に記載しておりますので、後ほど御覧願います。


　　　　　以上、議案第５６号　令和６年度中泊町漁業集落排水事業特別会計

利益の処分及び決算についてご説明申し上げました。
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〇兵庫委員長　説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑はあ

りませんか。


　　　　　　　　　　　　（「なし」の声あり） 

〇兵庫委員長　質疑がないようですので、これをもちまして議案第５６号　令

和６年度中泊町漁業集落排水事業特別会計利益の処分及び決算の認定

についての質疑を終わります。


 

　　　　　　◎散会の宣告 

〇兵庫委員長　以上で本日の日程は全部終了しました。 

　　　　　本日はこれで散会いたします。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　散会　午前１１時０３分 

 



- 21 -

　　　　　　　　　令和７年中泊町議会決算特別委員会 

 

令和　７年　９月１０日（水曜日） 

 

〇議事日程　第２号 

　　　　１　議案第５０号　令和６年度中泊町一般会計歳入歳出決算の認定に

　　　　　　　　　　　　　ついて　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 

〇出席委員（１３名） 

　　　　１番　鈴　木　長一郎　君　　　　２番　田　中　　　洋　君 

　　　　３番　成　田　直　人　君　　　　４番　秋　元　　　隆　君 

　　　　５番　塚　本　悦　子　君　　　　６番　荒　関　富　雄　君 

　　　　７番　秋　田　　　博　君　　　　８番　兵　庫　桂　蔵　君 

　　　　９番　川　山　光　則　君　　　１０番　青　山　雅　晴　君 

　　　１１番　沖　崎　　　勲　君　　　１２番　野　上　憲　幸　君 

　　　１３番　長　利　　　司　君 

 

〇欠席委員（なし） 

 

〇出席説明員 

　　　　　町　　　　　長　　　　　　濱　舘　豊　光　君 

　　　　　副 町 長 
　　　　　兼 総 務 課 長　　　　　　三　上　晃　瑠　君 
　　　　　事 務 取 扱 

　　　　　財　政　課　長　　　　　　木　元　　　剛　君 

　　　　　総 合 戦 略 課 長　　　　　　越　野　進　一　君 

　　　　　町　民　課　長　　　　　　古　川　明　彦　君 

　　　　　福　祉　課　長　　　　　　長谷川　朱　子　君 

　　　　　環 境 整 備 課 長　　　　　　鈴　木　輝　文　君 

　　　　　農　政　課　長　　　　　　古　川　　　優　君 

　　　　　水 産 商 工 観 光 　　　　　　　　　　　　　　　　　　鈴　木　統　生　君 
　　　　　課　　　　　長 

　　　　　小 泊 支 所 長　　　　　　阿　部　弘　喜　君 

　　　　　教　育　課　長　　　　　　田　中　綾　人　君 
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　　　　　税 務 会 計 課 長　　　　　　山　中　哲　哉　君 

　　　　　上 下 水 道 課 長　　　　　　今　　　芳　文　君 

 

〇職務のため出席した事務局職員 

　　　　　事　務　局　長　　　　　　長　利　香代子　君 

　　　　　総 務 課 行 政 係　　　　　　白　川　　　隼　君 

　　　　　総 務 課 庶 務 係　　　　　　大　川　朝　央　君 

　　　　　議 会 事 務 局　　　　　　瓜　田　雅　也　君 
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開議　午前１０時００分 

 

　　　　　　◎開議の宣告 

〇兵庫委員長　ただいまの出席委員数は１３人です。定足数に達していますの

で、これから本日の会議を開きます。 

　　　　　本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。本日は、決算特別委

員会に付託されました令和６年度中泊町一般会計歳入歳出決算の審査

を行います。 

 

　　　　　　◎議案第５０号の上程、説明、質疑 

〇兵庫委員長　日程第１、議案第５０号　令和６年度中泊町一般会計歳入歳出

決算の認定についてを議題にします。 

　　　　　本案について担当課長に説明を求めます。 

　　　　　山中税務会計課長。 

〇税務会計課長（山中哲哉君）　議案第５０号　令和６年度中泊町一般会計歳

入歳出決算の認定についてご説明申し上げます。 

　　　　　９ページを御覧願います。歳入決算額では、予算現額８６億６，６

８４万３，０００円、調定額８６億７０３万５，５６９円、収入済額

８５億２８９万６，０４３円、不納欠損額３８１万７，７７４円、収

入未済額１億３２万１，７５２円、予算現額と収入済額との比較では

マイナス１億６，３９４万６，９５７円となりました。 

　　　　　１２ページを御覧願います。歳出決算額では、予算現額８６億６，

６８４万３，０００円、支出済額８２億９，９４３万３，３９０円、

翌年度繰越額１億５，６４２万９，０００円、不用額２億１，０９８

万６１０円、予算現額と支出済額との比較では３億６，７４０万９，

６１０円となりました。 

　　　　　この結果、歳入歳出差引残額は２億３４６万２，６５３円となり、

繰越明許費繰越額７５９万５，０００円を除く実質収支額は１億９，

５８６万７，６５３円となりました。 

　　　　　次に、歳入歳出決算の概要について、歳入歳出決算事項別明細書に

より款項を追って歳出からご説明申し上げますが、説明は支出済額の

みとさせていただきます。 

　　　　　３６ページを御覧願います。第１款議会費は、支出済額７，６８２
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万９，８４１円となっております。 

　　　　　次のページ、３７ページを御覧願います。第２款総務費では、支出

済額１８億２，７１４万７６１円。第１項総務管理費、支出済額１５

億７，９９０万７，５４２円。５４ページを御覧願います。第２項徴

税費、支出済額１億７，８８４万９，５３４円。５６ページを御覧願

います。第３項戸籍住民基本台帳費、支出済額５，８０４万５，２７

４円。５８ページを御覧願います。第４項選挙費、支出済額７７１万

８，９５１円。６０ページを御覧願います。第５項統計調査費、支出

済額２１６万４，９６０円。６１ページを御覧願います。第６項監査

委員費、支出済額４５万４，５００円となっております。 

　　　　　第３款民生費、支出済額１５億５５１万２，１６４円となっており

ます。第１項社会福祉費、支出済額９億４，９３７万９，１８５円。

６７ページを御覧願います。第２項児童福祉費、支出済額５億５，６

１３万２，９７９円となっております。 

　　　　　７０ページを御覧願います。第４款衛生費、支出済額９億５，４３

４万５，５８３円となっております。第１項保健衛生費、支出済額５

億３，１７８万１，５５０円。７６ページを御覧願います。第２項清

掃費、支出済額１億９，２０６万７，２４５円。次のページ、７７ペ

ージを御覧願います。第３項母子保健費、支出済額１，０７７万９４

２円。７９ページを御覧願います。第４項病院費、支出済額１億８，

４２０万５，３７８円。第５項上水道整備費、支出済額３，５５２万

４６８円となっております。 

　　　　　第５款労働費、支出済額１５万３，３５０円となっております。 

　　　　　８０ページを御覧願います。第６款農林水産業費、支出済額７億７，

５９８万９，８４９円となってございます。第１項農業委員会費、支

出済額２，９３６万１５２円。８１ページを御覧願います。第２項農

業費、支出済額９，７２４万６，４６３円。８４ページを御覧願いま

す。第３項畜産業費、支出済額７４４万７，２６３円。次のページ、

８５ページを御覧願います。第４項農地費、支出済額５億２，１８３

万２，８８８円。８８ページを御覧願います。第５項林業費、支出済

額４，１９８万５，１３８円。９０ページを御覧願います。第６項水

産業費、支出済額７，８１１万７，９４５円となっております。 

　　　　　９３ページを御覧願います。第７款商工費、支出済額１億８４８万
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４，０５５円となっております。 

　　　　　９６ページを御覧願います。第８款土木費、支出済額５億８，４５

４万５，３７４円となっております。第１項土木管理費、支出済額４，

３１１万７，７１８円。９８ページを御覧願います。第２項道路橋梁

費、支出済額４億１，０７５万５，４４１円。１００ページを御覧願

います。第３項河川費、支出済額４，７３３万４，３９０円。１０１

ページを御覧願います。第４項都市計画費、支出済額１，６９９万６

９３円。１０２ページを御覧願います。第５項住宅費、支出済額６，

６３４万１，７５９円。１０３ページを御覧願います。第６項土地開

発基金費、支出済額５，３７３円となっております。 

　　　　　１０４ページを御覧願います。第９款消防費、支出済額５億５，４

５７万７１５円となっております。 

　　　　　１０７ページを御覧願います。第１０款教育費、支出済額６億５，

７１８万３，９００円となっております。第１項教育総務費、支出済

額１億５，９９７万２，４５５円。１１１ページを御覧願います。第

２項小学校費、支出済額９，３０４万８，１０２円。１１６ページを

御覧願います。第３項中学校費、支出済額５，０１９万５，６２３円。

１１９ページを御覧願います。第４項小中一貫校費、支出済額１，６

８５万２，８６４円。１２０ページを御覧願います。第５項社会教育

費、支出済額２億８５３万７００円。１２８ページを御覧願います。

第６項保健体育費、支出済額１億２，８５８万４，１５６円となって

おります。 

　　　　　１３３ページを御覧願います。第１１款災害復旧費において支出済

額はありませんでした。 

　　　　　１３４ページを御覧願います。第１２款公債費、支出済額１２億５，

４６７万７，７９８円となっております。 

　　　　　以上が歳出決算の概要であります。 

　　　　　次に、歳入決算について、款項を追ってご説明申し上げます。恐れ

入りますが、１４ページを御覧ください。第１款町税では、調定額１

０億２，５０５万１，３９０円に対し、収入済額は１０億２２９万２，

０６４円、不納欠損額は３８１万７，７７４円、収入未済額は１，８

９４万１，５５２円、収納率は９７．７８％となりました。収入済額

の歳入総額に占める割合は１１．７９％となっております。 
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　　　　　項別では、第１項町民税で調定額２億９，７７６万６，８３４円に

対し、収入済額２億９，０５３万２，３０５円、不納欠損額１３９万

４，７７４円、収入未済額５８３万９，７５５円、収納率９７．５７

％となっております。 

　　　　　第２項固定資産税では、調定額５億９，６４９万１，２９４円に対

し、収入済額５億８，２４２万８，１５１円、不納欠損額２２１万９，

６００円、収入未済額１，１８４万３，５４３円、収納率は９７．６

４％となっております。 

　　　　　第３項軽自動車税では、調定額４，４４５万３，３５４円に対し、

収入済額４，２９９万１，７００円、不納欠損額２０万３，４００円、

収入未済額１２５万８，２５４円、収納率９６．７１％となっており

ます。 

　　　　　１５ページを御覧願います。第４項たばこ税では、調定額、収入済

額は同額の８，６３３万９，９０８円となっております。 

　　　　　第５項入湯税では、調定額、収入済額はありませんでした。 

　　　　　第２款地方譲与税では、調定額、収入済額は同額の７，６１４万円

となっております。第１項地方揮発油譲与税では、調定額、収入済額

は同額の１，５４１万７，０００円。第２項自動車重量譲与税では、

調定額、収入済額は同額の４，７１８万３，０００円。１６ページを

御覧願います。第３項森林環境譲与税では、調定額、収入済額は同額

の１，３５４万円となっております。 

　　　　　第３款利子割交付金では、調定額、収入済額は同額の３６万５，０

００円となっております。 

　　　　　第４款配当割交付金では、調定額、収入済額は同額の３２３万円と

なっております。 

　　　　　第５款株式等譲渡所得割交付金では、調定額、収入済額は同額の３

９３万９，０００円となっております。 

　　　　　第６款法人事業税交付金では、調定額、収入済額は同額の１，３２

８万４，０００円となっております。 

　　　　　第７款地方消費税交付金では、調定額、収入済額は同額の２億４，

９７９万円となっております。 

　　　　　第８款環境性能割交付金では、調定額、収入済額は同額の６９８万

６，０００円となっております。 
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　　　　　１７ページを御覧願います。第９款地方特例交付金では、調定額、

収入済額は同額の３，３９６万３，０００円となっております。 

　　　　　第１０款地方交付税では、調定額、収入済額は同額の４１億２，３

７５万５，０００円となっており、収入済額の歳入総額に占める割合

は４８．５％となっております。 

　　　　　第１１款交通安全対策特別交付金では、調定額、収入済額がありま

せんでした。 

　　　　　第１２款分担金及び負担金では、調定額、収入済額は同額の１０万

９，２００円となっております。 

　　　　　第１３款使用料及び手数料では、調定額１億３，５３９万９，４４

１円に対し、収入済額１億２，８９５万３，２４１円、収入未済額６

４４万６，２００円となっております。第１項使用料では、調定額１

億３，００８万９，１５１円、収入済額１億２，３６４万２，９５１

円、収入未済額６４４万６，２００円となっております。１９ページ

を御覧願います。第２項手数料では、調定額、収入済額は同額の５３

１万２９０円となっております。 

　　　　　２０ページを御覧願います。第１４款国庫支出金では、調定額９億

２，１６７万９，１８９円、収入済額は８億４，７５７万７，１８９

円、収入未済額７，４１０万２，０００円となっております。第１項

国庫負担金では、調定額、収入済額は同額の４億７，９５１万６，９

０２円。２１ページを御覧願います。第２項国庫補助金では、調定額

４億１，８３１万２，５４５円、収入済額は３億４，４２１万５４５

円、収入未済額７，４１０万２，０００円となっております。２３ペ

ージを御覧願います。第３項国庫委託金では、調定額、収入済額は同

額の２，３８４万９，７４２円となっております。 

　　　　　第１５款県支出金では、調定額５億２，４３３万８２４円、収入済

額は５億２，３４９万８，８２４円、収入未済額８３万２，０００円

となっております。第１項県負担金では、調定額、収入済額は同額の

２億６，２１７万６，４７９円となっております。２５ページを御覧

願います。第２項県補助金では、調定額２億３，３８４万５，４５０

円、収入済額２億３，３０１万３，４５０円、収入未済額８３万２，

０００円となっております。２７ページを御覧願います。第３項県委

託金では、調定額、収入済額は同額の２，８３０万８，８９５円とな
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っております。 

　　　　　２８ページを御覧願います。第１６款財産収入では、調定額、収入

済額は同額の２，２７３万７，４７３円となっております。第１項財

産運用収入では、調定額、収入済額は同額の１，９４８万９，７０９

円となっております。２９ページを御覧願います。第２項財産売払収

入では、調定額、収入済額は同額の３２４万７，７６４円となってお

ります。 

　　　　　第１７款寄附金では、調定額、収入済額は同額の１億７，２１９万

２，５００円となっております。 

　　　　　第１８款繰入金では、調定額、収入済額は同額の４億４，０１６万

８，７２２円となっております。 

　　　　　第１９款繰越金では、調定額、収入済額は同額の２億４，３６２万

１５２円となっております。 

　　　　　３０ページを御覧願います。第２０款諸収入では、調定額、収入済

額は同額の９，１７９万４，６７８円となっております。第１項延滞

金加算金及び過料では、調定額、収入済額は同額の７８万６，９００

円。第２項町預金利子では、調定額、収入済額は同額の１３２万８１

６円。第３項貸付金元利収入では、調定額、収入済額がありませんで

した。第４項受託事業収入では、調定額、収入済額は同額の９０万７，

５７５円。第５項雑入では、調定額、収入済額は同額の８，８７７万

９，３８７円となっております。 

　　　　　３４ページを御覧願います。第２１款町債では、調定額、収入済額

は同額の５億１，８５０万円となっております。 

　　　　　以上、令和６年度中泊町一般会計歳入歳出決算の認定についてご説

明申し上げました。 

〇兵庫委員長　木元財政課長。 

〇財政課長（木元　剛君）　それでは、私のほうから決算書別添一般会計決算

説明資料で、令和６年度以降起債区分別公債費一覧及び令和６年度地

方消費税交付金が充てられる社会保障経費並びに令和６年度各特別会

計への繰出金及び補助金の状況についてご説明申し上げます。 

　　　　　最初に、令和７年度以降起債区分別公債費一覧についてご説明申し

上げます。１ページを御覧ください。こちらの資料は、令和６年度ま

で借入れした町債について、令和７年度から令和１６年度まで、１０
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年間の償還推計額を一覧にしたものであります。 

　　　　　参考までに、今年度、令和７年度は償還合計額が１３億３，４５７

万３，０００円と、この推計の１０年間の中でピークを迎え、令和８

年度は１２億５，８６６万８，０００円、以降減少していく見込みで

あります。 

　　　　　また、各年度ごとに普通交付税算入額、公債費合計から交付税算入

額を差し引いた一般財源償還額を掲載しておりますので、参考にして

いただければと存じます。 

　　　　　２ページを御覧ください。こちらは、令和６年度地方消費税交付金

が充てられる社会保障４経費、その他社会保障施策に要する経費の状

況であります。令和元年１０月に１０％に引き上げられた消費税のう

ち５％分については、消費税法第１条第２項の規定により社会保障経

費に充てることとなっております。 

　　　　　令和６年度の社会保障分の地方消費税交付金決算額は１億４，３７

７万３，０００円となっており、資料は各項目への充当額を表にまと

めたものであります。 

　　　　　３ページを御覧ください。こちらは、令和６年度の各特別会計への

繰出金と補助金の状況を表にまとめたものでございます。基準外繰出

金及び補助金は、国民健康保険（診療施設勘定）繰出金、水道事業に

対する物価高騰対策及び農業集落排水事業・漁業集落排水事業繰出金

の一部であり、その他については全て基準内繰出となっております。 

　　　　　以上、別添資料についてご説明申し上げました。 

〇兵庫委員長　ただいま説明が終わりました。 

　　　　　お諮りします。本案に対する質疑は歳入と歳出を分けて行いたいと

思います。ご異議ありませんか。 

　　　　　　　　　　　　（「異議なし」の声あり） 

〇兵庫委員長　異議なしと認めます。 

　　　　　したがって、質疑は歳入と歳出を分けて行うことに決定しました。 

　　　　　なお、ご質問の際は、決算書のページを示してお願いいたします。 

　　　　　それでは、議案第５０号の歳入に対する質疑を行います。質疑はあ

りませんか。 

　　　　　荒関委員。 

〇荒関委員　１８ページの使用料についてであります。この総合福祉健康セン



- 30 -

ターの使用料、下のほうに入館料等区分けされておりますけれども、

この内訳はどういうふうになっているのか、ご説明願いたいと思いま

す。


〇兵庫委員長　担当課長に説明お願いいたします。


〇総合戦略課長（越野進一君）　決算になりますので、私のほうから、総合戦

略課より説明をさせていただきます。


　　　　　こちらにつきましては、入館料といたしましては入浴料、基本的に

は入浴料でございます。この内訳は、令和６年度で９万１，０００人

ほどでございました。１０万人にちょっと満たない形で１年間終了し

ております。月平均が７，６００人ほど、それで大体月で２５０万円

ほどの収入という決算になってございました。


　　　　　以上です。


〇兵庫委員長　荒関委員。


〇荒関委員　大変好評で、それであれば……いや、もう一つ、このセンターの

使用料、こっちの入館料のほうは、説明願ったのだけれども、こっち

のほうも。


〇兵庫委員長　担当課長。


〇総合戦略課長（越野進一君）　大変申し訳ございません。使用料につきまし

ては、これは家賃、トレーニングジムは経営はワイズパークさん、そ

れから事務室２につきましてはシルバーさん、それから販売所、レス

トランというところではスーパーストアさんのまず１２か月分の使用

料になって、これが５４０万でございます。


　　　　　それから、大広間、中広間、事務というところで、大体大広間は５

０件ほどの利用になっています、年間で。中広間は２３件。ただし、

減免というところで町も使っておりますので、そこは入っておりませ

ん。


　　　　　それで、それぞれ大広間は７万円ほど、中広間も７万円ほど、それ

から事務がそのほか……年間パスポートもありますので、事前に買わ

れているのはちょっと抜いていますけれども、２万弱ほどというとこ

ろでございます。それで、合わせて１６万１，０００円になります。

この使用料、家賃５４０万円と、そのほか広間等の使用料が１６万１，

０００円、これと合わせて５５６万１，０００円となっております。


　　　　　以上です。
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〇兵庫委員長　ほかに。荒関委員。


〇荒関委員　そうすれば、いわゆる入館料と使用料で、年間の福祉センターの

維持管理費との兼ね合いはどのようになっているか、お願いいたしま

す。


〇兵庫委員長　担当課長。


〇総合戦略課長（越野進一君）　こちらにつきましては、年間、決算でいきま

すと８，０００万ほどの事業費となってございます。これからこの３，

６００万ほど差し引きますと、およそ５，０００万ぐらいは持ち出し

といいますか、そのような状態になっております。


　　　　　以上でございます。


〇兵庫委員長　荒関委員。


〇荒関委員　ほとんど持ち出しの部分は人件費等だとは思います。分かりまし

た。


　　　　　あとはもう一つなのですけれども、同じページの農林水産業使用料

の林業施設使用料、ふれあいセンターのコテージの使用料なのですけ

れども、何か今年、随分使用料少ないなというふうに思ったのですけ

れども、過去には４５０万ぐらい稼いであったような記憶があるので

すよ。今年の歳出のほうでは委託料で８００万円以上出ていると。ど

うしてこのようになったのか、委託している人に聞かれたのかどうか。

そこら辺の説明願います。


〇兵庫委員長　担当課長。


〇農政課長（古川　優君）　荒関委員のふれあいセンターの使用料についてお

答えします。


　　　　　収入が減ったのではないかという件でございますが、令和５年度に

おいては２５６万円ほど、令和６年度においては２９７万と、約４０

万ほど増額しております。


　　　　　人数においては、令和６年度においては７３６人、令和５年度にお

いては７４８人と、人数は減少に転じていますが、コテージのほうの

使用が多いということから増加に転じております。


〇兵庫委員長　荒関委員。


〇荒関委員　確かに昨年度と単年度の比較ではそのようになるとは思うのです

けれども、かつてはもうちょっと利用の量があったような記憶がある

ので、これは記憶でございますので、後ほど詳細を調べてから再度お
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聞きしたいと思いますけれども。


　　　　　あそこのふれあいセンター、建って大分たちますので、もうちょっ

と宣伝すればどうなのかというふうに思うのですよ。結構、五所川原

等のねぶたなどでは宿が足りないとかというようなお話も聞きます。

そのねぶたの期間等は結構、いつの月にどれぐらいというのはそちら

のほうで控えてあると思いますので。


　　　　　それと、当町にあった旅館が１軒廃業になったという経緯もござい

ますので、あそこをうまく宣伝してもうちょっと利用の促進をしてみ

てはいかがかと思いますので、今後検討していただければと思います。

よろしくお願いいたします。


〇兵庫委員長　よろしいですか。


〇荒関委員　はい。


〇兵庫委員長　ほかに質疑はありませんか。


　　　　　１番、鈴木委員。


〇鈴木委員　２６ページなのですけれども、鳥獣被害防止総合対策交付金なの

ですけれども、これの内訳について知りたいのですけれども、ご説明

できるでしょうか。どのような使われ方しているのか、内訳みたいな

内容を教えていただければと思います。


〇兵庫委員長　担当課長。


〇農政課長（古川　優君）　鈴木委員のご質問にお答えします。 

　　　　　鳥獣被害防止対策総合対策交付金については、補助金の交付金のほ

うに充てております。活動費となります。


〇兵庫委員長　ほかに質疑ありませんか。


　　　　　　　　　　　　（「なし」の声あり） 

〇兵庫委員長　質疑がないようですので、これをもちまして歳入に対する質疑

を終わります。


　　　　　続いて、議案第５０号の歳出に対する質疑を行います。


　　　　　お諮りします。歳出に対する質疑は各款ごとに行いたいと思います

が、ご異議ありませんか。


　　　　　　　　　　　　（「異議なし」の声あり） 

〇兵庫委員長　異議なしと認めます。


　　　　　したがって、歳出に対する質疑は各款ごとに行うことに決定しまし

た。
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　　　　　それでは、第１款議会費に対する質疑を行います。質疑はありませ

んか。


　　　　　　　　　　　　（「なし」の声あり） 

〇兵庫委員長　質疑がないようですので、第１款議会費に対する質疑を終わり

ます。


　　　　　続いて、第２款総務費に対する質疑を行います。質疑はありません

か。


　　　　　　　　　　　　（「なし」の声あり） 

〇兵庫委員長　ないようですので、第２款総務費に対する質疑を終わります。


　　　　　続いて、第３款民生費に対する質疑を行います。質疑はありません

か。


　　　　　　　　　　　　（「なし」の声あり） 

〇兵庫委員長　質疑がないようですので、第３款民生費に対する質疑を終わり

ます。


　　　　　続いて、第４款衛生費に対する質疑を行います。質疑はありません

か。


　　　　　　　　　　　　（「なし」の声あり） 

〇兵庫委員長　ないようですので、第４款衛生費に対する質疑を終わります。


　　　　　続いて、第５款労働費に対する質疑を行います。質疑はありません

か。


　　　　　　　　　　　　（「なし」の声あり） 

〇兵庫委員長　質疑がないようですので、第５款労働費に対する質疑を終わり

ます。


　　　　　続いて、第６款農林水産業費に対する質疑を行います。質疑はあり

ませんか。


　　　　　荒関委員。


〇荒関委員　８９ページ、お願いいたします。８９ページの補助金です。ここ

に有害鳥獣の駆除費並びに被害防止総合対策費、鳥獣被害防止対策協

議会への補助金が出ているわけですけれども、最近とみに有害鳥獣が

増えているように思いますので、今年度はこれとしても、来年度から

はもっとここの予算づけを考えられないものかどうか、ご答弁願いた

いと思います。


〇兵庫委員長　担当課長。
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〇農政課長（古川　優君）　荒関委員のご質問にお答えします。 

　　　　　有害鳥獣の駆除につきましては、現在頭数との兼ね合いもあります

から、来年度以降は頭数等をもう一度精査しまして、増額なり検討し

ていきたいと思っております。


　　　　　以上です。


〇兵庫委員長　荒関委員。


〇荒関委員　今、担当課長が増額ということでありますので、町長、いかがで

しょうか。


〇兵庫委員長　濱舘町長。


〇町長（濱舘豊光君）　有害鳥獣、猿が増えているというのも先日以来質疑で

あったところでありまして、私自身も猿の頭数がすごく増えているな

というふうに考えております。


　　　　　この有害鳥獣駆除の補助金の関係、県からの補助金に頼っている部

分もありまして、県からの割当てみたいなものがあって、そこの兼ね

合い等も考えながら、今後予算の増額等について県当局ともしっかり

と話をしていきたいと思っております。


　　　　　この有害鳥獣の駆除につきましては、最近も熊に対する発砲の件で

も新しいルールづくりというものがつくられ、町村長に権限が与えら

れる部分もありますので、そういう部分とも兼ね合わせながら、予算

の部分も考えていきたいと思っております。


　　　　　以上です。


〇兵庫委員長　ほかに質疑はありませんか。


　　　　　　　　　　　　（「なし」の声あり） 

〇兵庫委員長　質疑がないようですので、第６款農林水産業費に対する質疑を

終わります。


　　　　　続いて、第７款商工費に対する質疑を行います。質疑はありません

か。


　　　　　荒関委員。


〇荒関委員　９５ページ。委託料なのですけれども、ここに観光ビジョン推進

事業、１，２２０万ほど決算されているのですけれども、これの内容

についてお知らせ願います。


〇兵庫委員長　担当課長。


〇水産商工観光課長（鈴木統生君）　ただいまの荒関委員の質問にお答えしま
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す。


　　　　　観光ビジョン推進事業については、中泊町文化観光交流協会のほう

に委託しておりまして、内容については、まず観光ビジョン推進、観

光案内窓口業務として１１３万４，３２０円、ＳＮＳ等による魅力発

信業務について１２９万５，９９７円、中泊大集合市開催業務、こち

ら駅なかが会場で、津軽半島観光アテンダント推進協議会が主体とな

っておりますけれども、５７万２，４９８円、ねぶた展示運営業務と

して４７万３，５００円、駅なかにぎわい空間管理運営業務として５

６万１，２０８円、竜泊ラインウオーキング開催業務として３６万９，

９００円、大沢内ため池ウオーキング開催業務として３６万２，３７

９円、スタンプラリー開催業務として７４万４，８１０円、冬季誘客

イベント開催業務として３６万８００円としております。こちらは、

町から交流協会のほうに委託してイベント業務を行っております。


　　　　　以上です。


〇兵庫委員長　荒関委員。


〇荒関委員　結局これは観光協会さんのほうに、言葉は悪いのですけれども、

委託、丸投げしたような感じなのです。丸投げと言えば言葉悪いので

すけれども、決して丸投げではないでしょうけれども、観光協会さん

のほうに委託してある事業だということは理解しておりますけれど

も、私この町の観光、非常に大事だと思っております。


　　　　　５年先どうするのかなと。私は、中里が小泊と合併して、何を言い

たいかといったら、あの雄大な権現崎が中里のものになったのだとい

うふうな意識がありまして、あの崎を自然災害が発生した後に、下の

ほうにはトイレも設置されました。駐車場もある程度は整備されまし

た。


　　　　　でも、かつては、災害が起きる前は、あそこにあれだけ立派な徐福

の里、また下前漁協の婦人部が運営してあったレストランとか、ああ

いうのがあったのが、もうあの一発の災害でそのまま、遊歩道も整備

されないような状況、これをそのまま続けておくのか、そこいら辺を

どうしてもお聞きしたいと思うのですよ。


　　　　　県もいろいろ考えてはくれているのでしょうけれども、町ももうち

ょっと権現崎に力を入れてみてはどんなものかなと、ご答弁願いたい

と思います。
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〇兵庫委員長　濱舘町長。


〇町長（濱舘豊光君）　権現崎という観光資源については、平成１７年に中里

町と小泊村が合併したときに、中泊町の観光資源として非常に重要な

ポジションを占めるものだったと。


　　　　　しかしながら、今一発の災害というようなお話があったわけであり

ますが、地滑りが原因なのでありまして、私も町長就任してすぐに県

が整備したキャニオンハウスを見に行ってまいりました。今は通行止

めになって中に入れなくなっているわけでありますが、行ってまいり

ました。建物が真ん中から引きちぎられるように裂けている状態も確

認してきました。


　　　　　地滑りについて今現状どうなのかというのは、西松建設さんと学会

の方々が地滑り計を設置して状況を確認しているところであります

が、抜本的な、地滑り終了のめどとか地滑りを止めるための方法論と

いうのは考えられていないということで、いまだに通行止め、進入禁

止になっている状況であります。


　　　　　よって、権現崎の遊歩道につきましても、やはりその危険を回避す

る意味でも、しっかりとした地滑り対策等が行われた後でなければ活

用については考えられないのかなと思いながら、今権現崎の地滑りを

何とかできないものかということを頭の中では考えているところであ

りますが、いかんせん自然との闘いなものでありますので、止めよう

がないということで、県のほうからも情報を取りながら、今後の権現

崎の活用について心を痛めているところであります。


　　　　　今後状況が変わって、地滑りが止められ、観光資源として活用でき

るようになった暁には、これまで使えなかった分も取り返せるように

しっかりと考えてまいりたいと考えております。


　　　　　以上であります。


〇兵庫委員長　よろしいですか。


〇荒関委員　はい。


〇兵庫委員長　ほかに質疑はありませんか。


　　　　　　　　　　　　（「なし」の声あり） 

〇兵庫委員長　質疑がないようですので、第７款商工費に対する質疑を終わり

ます。


　　　　　続いて、第８款土木費に対する質疑を行います。質疑はありません
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か。


　　　　　荒関委員。


〇荒関委員　９９ページ、委託料についてで、中里地区の排水路整備測量設計、

予算執行されているわけですけれども、この排水路の整備、今後の見

通しと現状の状況のご説明をお願いいたします。


〇兵庫委員長　担当課長。


〇環境整備課長（鈴木輝文君）　荒関委員ご質問の中里地区の排水路整備につ

いてご説明いたします。


　　　　　昨年度、寺町地区の基本の部分と、あとは測量設計の部分で、本年

度におきまして流末部の現地調査、基本調査をしております。


　　　　　この結果を受けまして、大体トータルとしてどれくらいの、要は予

算的なものを要するかというものを判断した上で、議員の皆様にご説

明したいと思っております。


　　　　　以上でございます。


〇兵庫委員長　荒関委員。


〇荒関委員　そうすれば、大体年度的には、もし実行するとすれば何年度ぐら

いかという、その目安をお聞きしたいのですけれども。議員にまだ説

明していないからできないのか。


〇兵庫委員長　担当課長。


〇環境整備課長（鈴木輝文君）　これを受けまして、議員の皆様に説明してや

る方向ということで進めた場合、その後実施設計というのがまず出て

きます。その実施設計が終了してから次の工事の段階に入っていくこ

とになりますので、その判断を仰いでからということになるかと思い

ます。


　　　　　以上です。


〇兵庫委員長　荒関委員。


〇荒関委員　まだ議員へ説明していないからできないのではなくて……です

よ、私聞いているのは。タイムラグ、時間なのです。今年説明すれば

実施設計にはいつ入るのか。それは議員に説明してから計画するのか。

そこら辺聞いているのです。


〇兵庫委員長　担当課長。


〇環境整備課長（鈴木輝文君）　失礼いたしました。 

　　　　　実施設計については、承認をいただいた段階で補正ないしは当初予
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算で予算要求いたしまして、早急に進めたいと思っております。それ

は、多分約半年ぐらいはかかると思いますので、その後工事にかかる

形になるかと思います。


　　　　　以上です。


〇兵庫委員長　ほかに。荒関委員。


〇荒関委員　私、年度を聞いているのです、年度、何年度。


〇兵庫委員長　担当課長。


〇環境整備課長（鈴木輝文君）　予定がスムーズにいくことになりますと、８

年度中には、はい。


〇荒関委員　８年度に実施設計。


〇環境整備課長（鈴木輝文君）　そうです。今年度で補正した場合は、本年度

から入る形になると思います。


　　　　　　　　　　　　（何事か声あり）


〇兵庫委員長　よろしいですか。


〇荒関委員　はい、分かりました。


〇兵庫委員長　ほかに質疑はありませんか。


　　　　　　　　　　　　（「なし」の声あり） 

〇兵庫委員長　質疑がないようですので、第８款土木費に対する質疑を終わり

ます。


　　　　　続いて、第９款消防費に対する質疑を行います。質疑はありません

か。


　　　　　荒関委員。


〇荒関委員　１０４ページの負担金に、ここに弘前・西北五地域消防共同指令

センター整備事業という名目で負担金１２万８，０００円ほど出てい

るのですけれども、このままの流れでいきますと、いつ頃この広域の

指令センターが完成、使用になるとか、どこら辺まで広域の中でお話

しなされているのか、ご答弁できれば、できる範囲で結構でございま

すので、お願いいたします。


〇兵庫委員長　濱舘町長。


〇町長（濱舘豊光君）　これは一部事務組合、五所川原地区消防組合の話でご

ざいますので、私が副管理者になっているわけでありまして、大分以

前から指令システムについて、弘前地域と一緒にやっていこうという

ことで、今、津軽１４市町村共同の指令システムにしていこうという
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ようなことで動いているわけですが、一部つがる市のほうがまだちょ

っと入れない状況の中で、それ以外のところは一緒にやっていこうと、

今設備も弘前市が箱物は面倒見てくれて、運営するための負担金は五

所川原側が幾ら、弘前側が幾らというところも決まって、これ消防議

会のほうでも了解いただきながら進めているのですが、いつ運用開始、

何年度に運用開始するのか、今ちょっと失念しておりまして、後で確

認したらお答えをしたいと思います。そんなに遠くない先に統合され

る予定だというふうに理解しておりました。


　　　　　以上であります。


〇兵庫委員長　荒関委員。


〇荒関委員　つがる市さんはまだですか。


〇町長（濱舘豊光君）　タイミングがずれるということです。


〇荒関委員　分かりました。


〇兵庫委員長　ほかに質疑はありませんか。


　　　　　　　　　　　　（「なし」の声あり） 

〇兵庫委員長　質疑がないようですので、第９款消防費に対する質疑を終わり

ます。


　　　　　続いて、第１０款教育費に対する質疑を行います。質疑はありませ

んか。


　　　　　荒関委員。


〇荒関委員　度々すみません、１２５ページお願いいたします。


　　　　　総合文化センター費の中に委託料、総合文化センター管理運営とい

う形で４，７１７万５，３４５円。昨年度の決算より６２０万ほど多

いのですけれども、やっぱり物価高騰のせいなのか、それとも何か、

この運営費の上がった理由をお聞かせ願えればと思います。


〇兵庫委員長　担当課長。


〇教育課長（田中綾人君）　ただいまの質問にお答えいたします。 

　　　　　委員ご指摘のとおり、電気料等そういった物価高騰の要因もござい

ますが、令和５年度で中央公民館の施設を廃止したことによりまして、

パルナスで公民館教室行っている部分がございます。そういったこと

から、夜間警備、夜間管理に費用を取られて、６２０万ほどですか、

そういった経費で増額しているというのが現状でございます。


　　　　　以上でございます。
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〇兵庫委員長　よろしいですか。


　　　　　ほかに質疑ありませんか。


　　　　　　　　　　　　（「なし」の声あり） 

〇兵庫委員長　質疑がないようですので、第１０款教育費に対する質疑を終わ

ります。


　　　　　続いて、第１１款災害復旧費に対する質疑を行います。質疑はあり

ませんか。


　　　　　　　　　　　　（「なし」の声あり） 

〇兵庫委員長　質疑がないようですので、第１１款災害復旧費に対する質疑を

終わります。


　　　　　続いて、第１２款公債費に対する質疑を行います。質疑はありませ

んか。


　　　　　　　　　　　　（「なし」の声あり） 

〇兵庫委員長　質疑がないようですので、第１２款公債費に対する質疑を終わ

ります。


　　　　　続いて、第１３款予備費に対する質疑を行います。質疑はありませ

んか。


　　　　　　　　　　　　（「なし」の声あり） 

〇兵庫委員長　質疑がないようですので、第１３款予備費に対する質疑を終わ

ります。


　　　　　これで議案第５０号　令和６年度中泊町一般会計歳入歳出決算の認

定についての質疑を終わります。


　　　　　以上で決算特別委員会に付託されました議案第５０号から議案第５

６号までの令和６年度中泊町一般会計歳入歳出決算、各特別会計歳入

歳出決算及び利益の処分及び決算に対する質疑は全て終了しました。


 

　　　　　　◎議案第５０号～議案第５６号の討論 

〇兵庫委員長　これから討論を行います。討論はありませんか。


　　　　　　　　　　　　（「なし」の声あり） 

〇兵庫委員長　討論がないようですので、これで討論を終わります。


 

　　　　　　◎議案第５０号～議案第５６号の採決 

〇兵庫委員長　これから採決を行います。
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　　　　　お諮りします。議案第５０号から議案第５６号までの令和６年度中

泊町一般会計歳入歳出決算、各特別会計歳入歳出決算及び利益の処分

及び決算は、原案のとおり認定することにご異議ありませんか。


　　　　　　　　　　　　（「異議なし」の声あり） 

〇兵庫委員長　異議なしと認めます。


　　　　　したがって、議案第５０号から議案第５６号までの令和６年度中泊

町一般会計歳入歳出決算、各特別会計歳入歳出決算及び利益の処分及

び決算は、原案のとおり認定すべきものと決定しました。


　　　　　去る９月３日、決算特別委員会に付託されました議案を２日間にわ

たり慎重に審査していただきまして、誠にありがとうございました。


 

　　　　　　◎閉会の宣告 

〇兵庫委員長　以上で本日の日程は全部終了しました。 

　　　　　本日の会議を閉じます。 

　　　　　これをもちまして決算特別委員会を閉会します。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　閉会　午前１１時０６分 

 




